
基本目標 重点項目 施策

Ⅰ男女の人権の尊重と
  意識の改革

1 人権尊重の視点に立っ
た男女共同参画の推進

(1)男女共同参画に関する市民意識の醸成

　
2 男女共同参画の視点に
  立った生涯学習の推進

(1)男女平等を推進する学校教育の充実

(2)男女平等を推進する家庭教育の充実

(3)男女共同参画を推進する社会教育の充実

(4)女性のエンパワーメントのための学習機
会の充実・リーダーの養成

3 男性、子どもにとって
の男女共同参画の推進

(1)男性への意識啓発及び家庭・地域参画に
   向けた支援

(2)子どもの発達段階に応じた男女共同参画
の理解の促進

4 男女互いの性の理解と
  尊重

(1)性と生殖に関する健康・権利（リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツ）に関する意識の
浸透

5 男女間における暴力の
  根絶

(1)あらゆる暴力を許さない社会意識の醸成

(2)ドメスティック・バイオレンス対策の推
進

(3)セクシュアル・ハラスメントの防止対策
の推進

Ⅱ施策等の立案及び決
定への共同参画の推進

6 あらゆる分野における
  政策・方針決定過程へ
の女性の参画の拡大

(1)各種審議会等への女性の参画の促進

(2)市政等への女性の参画の促進

(3)市、企業等の意思決定過程への女性の参
画

Ⅲ家庭、地域における
  男女共同参画の推進

7 男女が自立して支え合
う家庭づくり

(1)仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ラ

(2)子どもを育てやすい環境づくり

(3)福祉の充実と健康づくり

8 男女共同参画による
  豊かな地域社会づくり

(1)地域活動における男女共同参画の推進

(2)防災分野における男女共同参画の推進

Ⅳ男女が働きやすい
  職場づくり

9 男女が共に能力を発揮
  できる就業環境の整備

(1)男女の均等な雇用機会と待遇の確保

(2)貧困など生活上の困難に直面する男女へ
の支援

(3)育児・介護休業制度の普及・啓発

(4)多様な働き方を可能にする条件整備

(5)農林水産業・商工業等自営業における労
働環境の整備

Ⅴ国際理解を通した
　男女共同参画の推進

10 国際交流による
   国際規範・基準の浸透

(1)国際理解・国際交流の推進
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